
【安全運転のポイント】
①「冬道の安全運転１・２・３運動」を実践しましょう。　1割のスピードダウン　2倍の車間距離　3分早めの出発
②「滑走事故防止３原則」を実践しましょう。　急ブレーキをかけない　急ハンドルを切らない　急加速しない
③他の車両の動きに注意するなど、防衛運転に努めましょう。
④橋梁上、トンネル出口、カーブ、交差点、日陰部分などでは、手前で十分減速するほか、路面状況を的確に把握して
　安全な速度で走行しましょう。
⑤事故防止のため、自転車や二輪車の利用を自粛しましょう。
⑥歩行者や自転車の近くでは、安全な間隔をあけ、減速、徐行、一時停止などの運転を心がけましょう。
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に
対
す
る
第
12
回

特
別
弔
慰
金
の
請
求
受
付
に
つ
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戦
没
者
等
の
ご
遺
族
に
対
す
る
第
12
回
特
別

弔
慰
金
の
請
求
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
受
付
期
間　
令
和
10
年
3
月
31
日
ま
で

●
受
付
窓
口

　
地
域
福
祉
課
福
祉
総
務
係（
③
番
窓
口
）

●
提
出
書
類　

⑴
特
別
弔
慰
金
請
求
書
…
福
祉
総
務
係
に
お
い

て
配
布
し
て
い
ま
す
。

⑵
請
求
者
の
戸
籍
抄
本
…
前
回
受
給
者
と
変
更

が
あ
る
場
合
は
、
添
付
書
類
が
変
わ
り
ま
す

の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

⑶
請
求
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
証
明
書

●
注
意
事
項

　
受
付
期
間
内
に
請
求
を
行
わ
な
い
と
時
効
に

よ
り
特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
ま

す
の
で
、
お
早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
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「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」を
確
定
申
告
で

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ま
へ
、
医
療

機
関
等
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
作
成
し
た「
医

療
費
の
お
知
ら
せ
」を
年
3
回
送
付
し
て
い
ま

す
。
こ
の
通
知
は
、
医
療
費
控
除
の
申
告
手
続

き
の
際
、
医
療
費
の
明
細
書
と
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
11
月
か
ら
12
月
ま
で
の
診
療
分
に

つ
い
て
は
、３
月
上
旬
に
送
付
見
込
み
で
あ
り
、

確
定
申
告
開
始
時
期
に
間
に
合
わ
な
い
た
め
、

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」が
届
く
前
に
確
定
申
告

を
さ
れ
る
方
は
、
領
収
書
に
よ
り「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」を
ご
自
身
で
別
途
作
成
い
た
だ

く
必
要
が
ご
ざ
い
ま
す
。　

　
医
療
機
関
等
か
ら
発
行
さ
れ
た
領
収
書
は
破

普
通
救
命
講
習
会
を
開
催
し
ま
す

●
と　
き　
1
月
21
日
㈬　
午
後
1
時
30
分

●
と
こ
ろ

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）研
修
室

●
対
象
者　
町
内
在
住
ま
た
は
勤
務
し
て
い
る

13
歳
以
上
の
方（
定
員
30
人
）

●
内　
容　
３
時
間
コ
ー
ス
で
、
受
講
者
に
は

修
了
証
を
交
付
し
ま
す
。

●
申
込
期
限　
1
月
16
日
㈮

●
受
講
料　
無
料

※
申
込
み
が
5
人
に
満
た
な
い
場
合
は
、
中
止

の
連
絡
を
い
た
し
ま
す
。
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対
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課　
危
機
管
理
係

☎
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7-
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4

避
難
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動
要
支
援
者
名
簿
お
よ
び

個
別
避
難
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画
の
登
録
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
災
害
が
発
生
し
た
際
に
、
地
域

で
支
え
合
い
、
自
力
で
の
避
難
が
困
難
な
高

齢
者
や
障
が
い
者
の
方
々
が
安
全
な
場
所
に

避
難
で
き
る
よ
う「
避
難
行
動
要
支
援
者
名

簿
」お
よ
び「
個
別
避
難
計
画
」へ
の
登
録
を
推

進
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者

⑴
75
歳
以
上
で
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方

⑵
介
護
保
険
で
要
介
護
3
～
5
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方

⑶
障
が
い
者
ま
た
は
障
が
い
児

⑷
そ
の
他
、
⑴
～
⑶
と
同
様
に
、
災
害
時
に
自

力
で
避
難
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
。

問　
地
域
福
祉
課　
福
祉
総
務
係　

☎
7
6
7-

2
1
4
8

ま 
ち
か
ら
の

      
お
知
ら
せ

棄
せ
ず
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
町
民
課　
国
保
年
金
係　☎7

6
7-

2
3
4
0

宮
城
県
健
康
増
進
ア
プ
リ
を
登
録

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
宮
城
県
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る

満
18
歳
以
上
を
対
象
に
、
健
康
づ
く
り
に
お
役

立
て
い
た
だ
け
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
ア
プ
リ

k
e
n
c
o
m（
ケ
ン
コ
ム
）の
運
用
を
開
始
し

て
い
ま
す
。

　
k
e
n
c
o
m
で
は
、
歩
数
や
体
重
の
記

録
、
健
診
結
果
の
閲
覧
、
健
康
増
進
ポ
イ
ン
ト

の
付
与
等
が
可
能
で
す
。

　
現
在
、
ア
プ
リ
の
新
規
会
員
登
録（
本
人
確

認
）を
完
了
さ
せ
る
と
、
最
大
6
0
0
ポ
イ
ン

ト
が
贈
呈
さ
れ
ま
す
。

問　
町
民
課　
国
保
年
金
係　☎7

6
7-

2
3
4
0

●日曜開庁日
 1月11日（日） 午前9時〜午後1時
 【取り扱い窓口】
  転入・転出等の手続きや、住民票等の諸証明発行
  マイナンバーカードの交付（要予約）、納税相談
  水道開閉栓手続き等

●夜間納税相談窓口
 1月30日（金）  午後8時まで
●今月の納期限

 2月2日（月）
　  ・町県民税（第4期）  ・国民健康保険税（第8期）
　  ・後期高齢者医療保険料（第7期）
●マイナンバーカード交付夜間臨時窓口

 1月15日（木） 午後7時30分まで
 ※受け取りは、前日までのご予約の方に限ります｡
 　各種証明書等発行、住所変更等の手続きは受付できません。

問　危機対策課　生活安全係　☎︎767-2174

　冬道の走行時は、積雪や凍結等による滑走事故が発生しやすいため、安全な速度、車間距離の保持、早めの出発を実践・
習慣化しましょう。

冬道の安全運転

詳細はこちら

7 Public Relations No.606


